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古河市人事行政の運営等の状況について 

 

 

１．職員の任免及び職員数の状況 

（１）採用・退職者数の状況 

　　①採用者数の状況 

（令和５年４月２日～令和６年４月１日採用）　　　　　単位：人 

　※上記のほか、割愛職員１名が採用されています。 

 

②退職者数の状況 

（令和５年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人　 

　　※その他の内訳は、死亡退職、免職、割愛退職をいいます。 

 

 

（２）職員数の状況 （各年４月１日現在）　　　　　　　　　単位：人 

　　 

 

 

 

 

 

 

 職　　種 採用者数

 一般事務 ２４

 建築技師 １

 保育士 ３

 保健師 ３

 社会福祉士 １

 臨床心理士・公認心理師 １

 看護師 １

 合計 ３４

 区　　分 退職者数

 定年退職 ０

 勧奨退職 １７

 普通退職 ８

 再任用任期満了・退職 １３

 その他 １

 合計 ３９

 令和４年 令和５年 令和６年

 職員数 ８６６ ８８２ ８８３
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（３）再任用職員及びフルタイム会計年度任用職員の状況 

（令和６年４月１日現在）　　　　　　　　　　　　　　単位：人 

 

（４）部門別職員数の状況（各年４月１日現在）　　　　　　　　　　　　　　単位：人 

　 

（５）年齢別職員構成の状況（令和６年４月１日現在）　　　　　　　　　 　　単位：人 

 

※（２）、（４）、（５）には、再任用短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員は含みません。 

 区　　分 職員数

 暫定再任用職員 ２９

 定年前再任用短時間勤務職員 ０

 会計年度任用職員（フルタイム） ７

 
部門

職員数
増減数  令和５年 令和６年

 

一般行政部門

議会 ８ ８ ０

 総務 １９４ １７９ △１５

 税務 ６３ ６５ ２

 農林水産 ２４ ２４ ０

 商工 ２１ ２０ △１

 土木 １０３ １０６ ３

 民生 ２１３ ２２５ １２

 衛生 ６３ ６１ △２

 小計 ６８９ ６８８ △１

 
特別行政部門

教育 １０７ １０８ １

 小計 １０７ １０８ １

 
普通会計　計 ７９６ ７９６ ０

 
公営企業会計

部門

水道 ２１ ２１ ０

 下水道 ２５ ２５ ０

 その他 ４０ ４１ １

 
公営企業会計部門　計 ８６ ８７ １

 
合計 ８８２ ８８３ １

 区分 人数 区分 人数

 ２０歳未満 ２ ４０歳～４３歳 ６７

 ２０歳～２３歳 ３１ ４４歳～４７歳 ４９

 ２４歳～２７歳 ６８ ４８歳～５１歳 １１７

 ２８歳～３１歳 ７４ ５２歳～５５歳 １４９

 ３２歳～３５歳 １１３ ５６歳～５９歳 ９１

 ３６歳～３９歳 ９５ ６０歳以上 ２７

 
合計 ８８３
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２．職員の人事評価の状況 

行政ニーズに的確に対応する職員を育成するために、全ての職員を対象に、仕事の成果を評価する「業績評価」と、

職務遂行過程における行動や姿勢等を評価する「能力評価」により評価を行っています。その評価は職員の処遇に反映

されるため、公平かつ正当な評価に努めています。 

 

３．職員の給与の状況 

（１）平均給料月額・給与月額及び平均年齢の状況（令和６年４月１日現在） 

　　※技能労務職とは、単純な労務に雇用される職員で、調理員・用務員・作業員等をいいます。 

　　※平均給料月額は、職員の基本給の平均をいいます。 

　　※平均給与月額は、給料月額と扶養手当、住居手当、通勤手当、地域手当等の諸手当を合計したものをいいます。 

 

（２）経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和６年４月１日現在） 

 

（３）初任給の状況（令和６年４月１日現在） 

 

（４）主な職員手当の状況（令和６年４月１日現在） 

 区分 平均給料月額 平均給与月額 平均年齢

 一般行政職 ３１７，８００円 ３７７，０００円 ４３歳５か月

 技能労務職 ２７８，６００円 ３０８，６００円 ５５歳２か月

 区分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数２５年 経験年数３０年

 一　般 

行政職

大学卒 ２７２，５００円 ３５０，４００円 ３７５，２００円 ３９３，１００円

 高校卒 ２４０，３００円 ３０６，８００円 ３４５，３００円 ３７０，６００円

 区　分 学　歴 初任給

 
一般行政職

大　学　卒 １９６，２００円

 高　校　卒 １６６，６００円

 区　　分 内　　　容

 
期末手当 

勤勉手当

期末手当　　　  　 　勤勉手当　　　　　　 

一般職員　　 ２．４５月分　　 　　２．０５月分 

再任用職員（ １．３７５月分）　（ ０．９７５月分）

 

退職手当 

（令和５年度）

【支給率】　　　　　   自己都合　　　　　  　勧奨・定年 

勤続２０年　　　１９．６６９５ 月分　　２４．５８６８７５ 月分 

勤続２５年　　　２８．０３９５ 月分　　３３．２７０７５　 月分 

勤続３５年　　　３９．７５７５ 月分　　４７．７０９　 　　月分 

最高限度額　　　４７．７０９   月分　　４７．７０９　 　　月分 

【調整額】 

職員の在職期間のうち、職務の級等が高い方５年分（６０月分）の調整額 

（２１，７００円～５９，５５０円）を合計した額により算出します。 

【経過措置】 

定年前早期退職特例措置（２％～２０％加算） 

（１）年齢５０歳以上、５８歳以下の者で勤続１０年以上の者 

　（２）年齢５０歳未満の者で勤続２０年以上の者
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地域手当

民間の賃金水準等を基礎として定められた地域に勤務する職員に支給 

（現在支給率　６％）

 

特殊勤務手当

危険、不快、不健康又は困難な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とす

るその勤務の特殊性に応じて支給

 手当の名称 支給対象職員 主な対象業務 支　給　額

 
医師手当 総括医師

各医療施設を総括す

る業務

日額 

１５，０００円

 

社会福祉業務手当
社会福祉業務に従

事する職員

社会福祉の現場又は

指導監督等に従事す

る業務

日額　　１５０円

 
保育業務手当 保育士

保育業務に従事する

業務
日額　　１５０円

 
心身障がい児・心身

障害者訓練介助手

当

心身障害施設に従

事する職員

心身障がい児（者）の

社会適応又は社会就

労訓練及び介助に従

事する業務

日額　　１５０円

 
保健予防業務手当 保健師又は看護師

保健指導又は予防接

種に従事する業務
日額　　１５０円

 
医療業務手当

看護師、検査技師、

薬剤師
医療に従事する業務 日額　　１５０円

 

行旅死病人等取扱

手当

行旅死病人等の処

理業務に従事する

職員

行旅死病人その他死

体の処理等の業務

勤務１回  

２，０００円

 結核患者又は精神疾

患を有する者の移送

等の業務

勤務１回 

    ５００円

 
建築主事手当 建築主事

建築確認に関する業

務
日額　　１５０円

 

防疫等作業手当

救護、防疫又は防除

作業に従事する職

員

救護、防疫又は防除作

業に従事する業務
日額　　５００円

 

災害応急作業等手

当

応急作業（自然災害

等により発生した

作業）に従事する職

員

応急作業（自然災害等

により発生した作業）

に従事する業務

日額　　５００円
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（５）特別職の報酬等の状況（令和６年４月１日現在） 

 

 

扶養手当

・子　１０，０００円 

・配偶者・父母等　６，５００円（行政職給料表８級職員は３，５００円） 

・扶養親族である子のうち満１６歳の年度初めから満２２歳の年度末までの子 

１人につき５，０００円加算

 
住居手当

・借家の場合（家賃１６，０００円を超える場合に限る） 

　家賃の額に応じて２８，０００円を限度に支給

 

通勤手当

・電車、バス等を利用する場合 

６か月定期の価額を基本として１か月当たり５５，０００円まで支給 

・乗用車等を使用する場合　使用距離等に応じて２，０００円～３１，６００円を支給

 
管理職手当

・部長　９０，０００円　・副部長　　７０，０００円　・参事　　　６０，０００円　

・課長　５０，０００円　・副参事　　４０，０００円　・課長補佐　３５，０００円

 
区　　分 給料・報酬の月額 期末手当  

 市　長
給　

料

９７０，０００円

　６月期１．７００月分 

１２月期１．７００月分

 副市長 ７７０，０００円

 教育長 ６７０，０００円

 議　長
報　

酬

５００，０００円

 副議長 ４５０，０００円

 議　員 ４００，０００円
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４．職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況 

（１）勤務時間（令和６年４月１日現在） 

　　一般職員の場合　 

　　○勤務時間：午前８時３０分から午後５時１５分 

　　○休憩時間：午後０時から午後１時まで 

　　○週 休 日：日曜日及び土曜日 

　　　※特別の勤務に従事する職員の勤務時間は上記とは異なります。 

 

（２）休日（令和６年４月１日現在） 

　　○国民の祝日に関する法律に規定する休日 

　　○年末年始の休日（１２月２９日から翌年の１月３日までの日） 

 

（３）休暇（令和６年４月１日現在） 

　　○年次休暇  ・４月１日を基準として、１年について通常２０日 

　　　　　　　　・年度の中途において新たに職員となるもの等は、当該年における在職期間に応じた日数。 

　　○療養休暇  ・職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる

場合 

　　○特別休暇　・選挙権の行使、結婚、出産、交通機関の事故その他特別な事由により職員が勤務しないことが相当

であるものとして規則で定める場合 

　　○介護休暇　・配偶者、父母、子、配偶者の父母、生計を一にする親族で、負傷、疾病又は老齢により、職員が、２

週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが

相当であると認められる場合 
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５．職員の分限処分及び懲戒処分の状況 

（１）分限処分者数（令和５年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人 

　　※分限処分とは、公務能率の維持及びその適正な運営の確保という目的から、一定の事由がある 

場合に、職員の意に反して免職や休職などの処分を行うことをいいます。 

※同一の者が複数回にわたって分限処分に付された場合、その数を重複して計上しています。 

 

（２）懲戒処分者数（令和５年度）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人 

　　※懲戒処分とは、職員に職務上の義務違反や全体の奉仕者としてふさわしくない非行があつた 

場合に、その道義的責任を問うことにより、公務における規律と秩序を維持することを目的と 

して、職員に制裁として処分を行うことをいいます。 

 

６．職員の休業及び服務の状況 

（１）育児休業の取得者数（令和５年度の新規取得者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人 

　　※地方公務員の育児休業等に関する法律第２条の規定に基づき、職員は３歳に満たない子を養育するため、 

その子が３歳に達する日まで育児休業をすることができます。（育児休業期間中は、給与は不支給。） 

 

 

 

 区　　　分 降　任 免　職 休　職 降　給 合　　計

 
勤務実績が良くない場合

 
心身の故障の場合 ４５

 
職に必要な適格性を欠く場合

 職制、定数の改廃、予算の減少によ

り廃職、過員を生じた場合

 
刑事事件に関し起訴された場合

 区　　　分 戒　告 減　給 停　職 免　職 合　　計

 
法令違反関係 １ １

 
一般服務違反関係

 
一般非行関係

 

区　分
育児休業

取得者数

取得期間別の内訳

 
６月以下

６月超え 

１年以下

１年超え 

１年６月以下

１年６月超え

２年以下

２年超え 

３年以下

 
男性職員 ４ ４

 
女性職員 １０ ６ ２ １ １
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（２）介護休暇の取得者数（令和５年度の新規取得者）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人 

 

 

７．職員の退職管理の状況 

　　平成２８年４月１日施行の地方公務員法の一部改正により、退職管理の適正を確保するための措置を講ずることと

されたことに伴い制定しました、古河市職員の退職管理に関する条例第３条に基づく、届出件数は下記のとおりです。 

 

　　（令和５年度） 

 

８．職員の研修の状況 

（１）職員研修の状況（令和５年度） 

地方公務員法第３９条に、「職員は勤務能率の発揮及び増進のために、研修を受ける機会が与えられなければなら

ない」とあります。 

　古河市では、個々の能力を十分に発揮し、環境の変化に対応でき、かつ市民サービス向上のための政策実現に貢献

できる「人材」を戦略的に育成するための研修を実施しています。 

 

○階層別研修 

　　与えられた職責を全うするための基本的な姿勢を身に付けるための研修 

 

 

 

 

 

 

区　分
介護休暇

取得者数

取得期間別の内訳

 
１月以下

１月超え 

２月以下

２月超え 

３月以下

３月超え 

４月以下

４月超え 

５月以下

５月超え 

６月以下

 
男性職員 ０

 
女性職員 ０

 　内容 件数

 退職者の営利企業等への再就職情報の届出 ０件

 研　修　名 延べ人数

 新規採用職員

２４９人

 主事級

 主幹級

 係長級

 課長補佐級

 管理職級（課長職以上）
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○専門・実務研修 

　与えられた職責を遂行し進化させるために必要な知識や技術などを身に付ける研修 

 

 

○派遣研修 

　高度な専門的知識や行政運営能力などを身に付けるために、市町村アカデミーなどの専門研修機関に派遣 

 

 

 研　修　名 延べ人数

 交通安全研修

　１，７２５人

 人事評価研修

 接遇（ＣＳ）研修

 普通救命講習

 管理職研修（新任課長等、メンタルヘルス・ハラスメント）

 ワークライフバランス研修

 個人情報・情報セキュリティ研修

 研　修　名 延べ人数

 行政法講座

１４３人

 法制執務講座

 民法講座

 シティプロモーション講座

 ＤＸ研修

 事業のスクラップ講座

 危機管理講座

 業務マニュアル作成力向上講座

 メンター研修

 クレーム対応能力向上講座

 女性職員キャリアデザイン講座

 ファシリテーション研修

 レジリエンス（逆境力養成）研修

 動画研修

 マイナンバー制度講座

 新任部長課程

 
監督者第一部（係長）課程研修　　等
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９．職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１）福利厚生制度 

　　○　茨城県市町村職員共済組合 

　　　　　職員は、地方公務員等共済組合法第３条の規定に基づき設置された共済組合の組合員となっています。 

共済組合は、職員とその家族の病気や出産などに対する給付や年金の支給を行っています。また、福祉事業と

して生活習慣病検診の実施や住宅資金等の貸付などの各種事業を行っています。 

○ 古河市職員互助会 

地方公務員法第４２条の規定に基づく職員の厚生制度の円滑な運営を図るため、職員の相互共済及び厚生に

関する事業を行う共済団体として、「古河市職員互助会」を組織しております。 

会員は、全職員（特別職含む。）で組織され、８９８人（令和６年４月１日現在）となっています。互助会

は、人間ドック助成等の職員の健康管理事業を行っています。 

 

 

（２）公務災害認定件数　　　　 単位：件 

 

 

（３）ストレスチェック調査（令和５年度） 

平成２７年１２月に施行された「労働安全衛生法の一部を改正する法律」に基づき、ストレスチェック調査を実施

しました。 

ストレスチェック調査の目的は、職員のストレス程度を把握し、職員自身のストレスへの気づきを促すとともに、

職場改善につなげて働きやすい職場づくりを進めることによって、職員がメンタルヘルス不調となることを未然に防

止する一次予防です。 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　単位：人 

 

 

（４）利益の保護の状況（令和５年度）　　　　　　　　　　　単位：件 

※地方公務員法第４６条又は第４９条の２の規定に基づき、公平委員会に対して行う措置要求又は不服申立ての 

状況です。 

 

 認定件数

 令和５年度 ５

 項目 人数 備考

 対象者 １，１８４

 受検者 １，０６９ 受検率　　　９０．２％

 区分 件数

 勤務条件に関する措置の要求 １

 不利益処分に関する不服申立て ０

 苦情処理 ０
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１０．職員採用試験の状況（令和５年度実施） 

（１）試験期日 

１次募集 

１次試験（教養試験・適性検査・論文試験）　　　令和５年９月17日 

２次試験（面接試験）　　　　　　　　　　　　　令和５年10月17日～19日 

３次試験（面接試験）　　　　　　　　　　　　　令和５年11月13日～15日 

 

２次募集 

１次試験（教養試験・適性検査・論文試験）　　　令和６年１月６日 

２次試験（面接試験）　　　　　　　　　　　　　令和６年１月18日～19日 

３次試験（面接試験）　　　　　　　　　　　　　令和６年２月13日 

 

 

（２）試験結果 

１次募集 

※（　）内は、女性数を示したものです。 

※専門職の職種は、建築技師、土木技師、保育士、保健師、社会福祉士、臨床心理士・公認心理師、 

作業療法士です。 

 

２次募集 

※（　）内は、女性数を示したものです。 

※専門職の職種は、建築技師、土木技師、作業療法士です。 

 

 区　別 申込者数　Ａ 採用者数　Ｂ 倍　率 【Ａ／Ｂ】

 一般事務 ７１（２４） １５（　６） ４．７３（４．００）

 専門職 ２１（１１） 　９（　５） ２．３３（２．２０）

 区　別 申込者数　Ａ 採用者数　Ｂ 倍　率 【Ａ／Ｂ】

 一般事務 ３７（１６） 　９（　６） ４．１１（２．６６）

 専門職 　３（　１） 　０（　０） ―　 （　―　）


